
【目　的】

☆この要綱は令和４年２月２０日（日）開催の「伊方かんべん広場」に係る不用品募集要項です。

☆「伊方かんべん広場」は令和４年３月以後、伊方地域振興センター１階（予定）にて定期開催となる

　予定ですが、その際はこの不用品募集要項の内容が変わりますのでご注意下さい。

１．募集期間　　令和４年２月１日火曜日から令和４年２月１５日月曜日まで

２．引取場所　　伊方町役場本庁内　教育委員会事務局（勤務時間中）

３．申し込み　　教育委員会事務局内　不用品募集担当に連絡（電話０８９４－３８－２６６１）の上、

　　　　　　　　引取場所までご持参ください。原則として訪問による引取りはしません。

【引取りする不用品について】

【引取りできない不用品について】

【主催者　問い合わせ先】

伊方町教育委員会事務局内　フリーマーケット担当　☎０８９４－３８－２６６１

〒７９６－０３０１　愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地１

（４）引取り後の不用品は「伊方かんべん広場」において無料で希望者に引き渡します。

「伊方かんべん広場」不用品募集要項

（１）使用（利活用）に耐えうる状態の物品であること。

（２）引取り後の所有権は主催者に移行するものとし、引取り後の返還要求は原則として受け付けません。

（３）引取りは無料とします。

（４）危険物（モデルガン・エアーガン・刃物・爆発物等）

（５）飲食物

（６）主催者が引き取り出来ないと判断する物品。

（２）引取り後の処分の際、別に費用が必要な物品。

（５）不要品募集要項に変更が生じた場合は、ホームページ等でお知らせします。

（１）社会通念上不適当と思われるもの、及び法律・関係諸条例に抵触する物品。

（３）違法商品（偽ブランド・海賊版・盗品）


